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国税庁：財産債務調書の提出 

義務者や期限などを見直しへ！ 

 

 

 ２０２２年度税制改正において、２０２３年分

以降の「財産債務調書」の提出義務者や提出

期限などが見直されたことを受けて、国税庁

はその周知を図っております。 

 現行の同制度の提出義務者は、その年分

の所得が２,０００万円を超え、かつ、その年の

１２月３１日において、その価額の合計額が 

３億円以上の財産又はその価額の合計額が 

１億円以上の有価証券等国外転出特例対象

財産を有する場合に、税務署長に提出しなけ

ればならないとされております。 

 

 現行では、その年分の退職所得を除く各種

所得の合計額が２,０００万円以下の者は財産

債務調書の提出義務者の範囲から外れるた

め、仮に高額の資産を保有していてもその年

分の所得が低いもしくはゼロであれば、調書

の提出義務はなく、資産の移動状況の把握が

不十分になるため、見直しでは提出義務者に

所得要件を設けずに、その年の１２月３１日に

おいて、財産の価額の合計額が１０億円以上

の者を加えております。 

 その一方で、提出期限が緩和され、現行の

提出期限であるその年の翌年の３月１５日から

「その年の翌年の６月３０日」とされ、これは国

外財産調書についても同様となります。 

 

 また、財産債務調書への記載を運用上簡略

化できる家庭用動産や事業用の未収入金な

どの取得価額の基準が３００万円未満（現行：

１００万円未満）に引き上げられ、この改正は 

２０２３年分以後の財産債務調書又は国外財産調書

について適用されます。 

 

 所在別に区分することなく、件数及び総額で記載

することができる範囲が、事業又は業務の用に供する

借入金や未払金（支払手形を含む）、その他の債務

は用途を問わず、その年の１２月３１日における金額

が３００万円未満（現行：１００万円未満）に引き上がり

ます。 

 さらに、その年の１２月３１日における預入高（一口）

が５０万円未満の預貯金については、その預入高の

記載を省略することができますが、財産債務調書の

「所在」欄又は「備考」欄に口座番号を記載する必要

があります。 

 

 その他、青色申告決算書又は収支内訳書の「減価

償却費の計算」欄に記載された減価償却資産につい

ては、資産ごとに区分して記載することを省略（財産

債務調書には総額で記載）できるようになります。 

 上記は国外財産調書についても同様ですので、該

当されます方はご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

 当団体は、異なる業種の経営者が相集い、力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


